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埼玉県立学校職員の人事評価及び評価区分に関する苦情対応実施要綱 

 

  最終改正 令和３年３月２２日 教県第９５９号 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、埼玉県立学校職員の人事評価に関する規則（以下「規則」とい

う。）第１４条、埼玉県立学校職員の人事評価実施要領（以下「実施要領」という。）

１４及び埼玉県立学校会計年度任用職員の人事評価実施要領（以下「会計年度要領」

という。）１５並びに人事評価結果の昇給及び勤勉手当への活用に関する取扱要領

（以下「取扱要領」という。）１０の規定に基づいて、埼玉県教育委員会教育長（以

下「教育長」という。）への苦情の申出及び相談についての対応に関し必要な事項

を定め、もって埼玉県立学校職員の人事評価の公正性・公平性の確保に資すること

を目的とする。  

（対象となる苦情） 

第２条 対象となる苦情は、以下のとおりとする。 

(1)  苦情申出   

ア  規則第１２条に規定する最終評価結果に対する苦情 

  イ  取扱要領７に規定する評価区分の結果に対する苦情 

 ウ 会計年度要領１２に規定する評価結果に対する苦情 

(2)  苦情相談  

（組織） 

第３条 前条(1) の苦情の内容を審査するため、教職員評価苦情審査会（以下「審査

会」という。）を設置する。 

２ 審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

３ 委員長は、審査会を主宰し、副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あると

きは、その職務を代理する。 

４ 委員長は県立学校部長、副委員長は県立学校部副部長（県立学校人事課の所掌事

務を担任する者に限る。）の職にある者をもって充てる。 

５ 委員は、県立学校部副部長（特別支援教育課の所掌事務を担任する者に限る。）、

県立学校部県立学校人事課長、特別支援教育課長及び県立学校人事課学校評価幹の

職にある者をもって充てる。 

６ 審査会の庶務は、県立学校部県立学校人事課において処理する。 

（所掌事項）    

第４条 審査会は、第２条(1) の苦情申出に対する対応について審査し、教育長にそ

の結果を報告する。 

２ 審査会は、審査の過程で明らかとなった人事評価制度に関する課題等について教

育長に意見を提出することができる。 

（調査員） 

第５条 審査会の審査事案について調査するため、調査員を置く。 

２ 調査員は、県立学校部県立学校人事課の職員をもって充てる。 

３ 調査員は、第２条(1)の苦情の申出をする職員（以下「申出者」という。）の苦情

の申出について次の事項を処理する。 

(1)  第２条(1)ア、ウの苦情の申出者及び苦情の対象となった校長その他の関係者

から事情を聴取し、事実の確認を行うとともに、審査会への報告その他審査会か

らの指示事項を処理する。 

(2) 第２条(1)イの苦情の申出者から事情を聴取し、事実の確認を行うとともに、
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審査会への報告その他審査会からの指示事項を処理する。 

（苦情の申出等） 

第６条 申出者は、実施要領１０(1)、会計年度要領１２(1)及び取扱要領７の規定に

基づいて、学校名、職名、氏名及び苦情の内容（当該申出者に係るものに限る。以

下同じ。）を記載した文書（以下「苦情申出書」という。）を、前条第２項の規定に

より指定された調査員が指定した日に、自ら教育委員会に持参して提出するととも

に、調査員からの求めに応じて、苦情の内容について説明しなければならない。 

２ 第２条(1)ア、ウの苦情の申出は、校長からの最終評価結果又は評価結果に対す

る説明（再説明を含む。）を経た後に、教育長が定める苦情の申出の期間（以下「苦

情申出期間」という。）内に行うものとする。 

３ 申出者（休職、育児休業、出産休暇、病気休暇等の事由により苦情申出期間に勤 

務していない職員を除く。）が、第１項の規定により苦情申出書を提出する際は、

職務に専念する義務を免除されることができる。 

（会議） 

第７条 審査会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開催することができな

い。 

３ 審査会の審査事項は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは委員長の決

定するところによる。  

（報告及び対応の決定） 

第８条 審査会は、第２条(1)ア、ウの苦情申出について、対象となった評価ごとに

審査を行い、その結果を次により区分し、審査結果及びその理由について、教育長

に報告するものとする。 

 (1)  校長の行った評価を妥当とするもの。 

 (2)  校長に対して再評価の指導を要するもの。 

２  審査会は、第２条(1)イの苦情申出について、評価区分決定の過程等について審

査を行い、その結果を次により区分し、審査結果及びその理由について、教育長に

報告するものとする。 

 (1)  評価区分の決定を妥当とするもの。 

 (2)  評価区分について修正を要するもの。 

３ 教育長は、前２項の審査会の審査結果を参考にして、苦情の対応について決定す

る。 

（会議の非公開） 

第９条 審査会は、非公開とする。 

（その他審査会運営事項） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関する事項は、委員長が定

める。 

（苦情対応の結果通知） 

第１１条 教育長は、第８条第３項により決定した苦情対応の結果について、第１号

様式から第４号様式までにより、それぞれ通知するものとする。 

   （結果への対応） 

第１２条 教育長から第２条(1)ア、ウについて再評価の指導を受けた校長は、教育

長が指定する日までに、申出者についての再評価結果を教育長に提出し、その写し

をもって、速やかに申出者に開示するものとする。 

２ 教育長は第２条(1)イについて評価区分について修正を要するものと決定した場

合、速やかに修正後の評価区分を申出者に通知するものとする。 
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  （苦情対応に係る文書等の保存） 

 第１３条 教育長は、次の文書等について保存するものとし、保存期間は１０年と

する。ただし、行政不服審査又は訴訟に関する文書等で特に重要なものは１１年以

上とする。 

 (1)  第８条に規定する審査会における審査結果及びその理由 

 (2)  第１１条に規定する苦情対応の結果通知 

 (3)  第１２条に規定する再評価結果 

 （相談員） 

第１４条 第２条(2)の苦情相談に対応するために、相談員を置く。 

２ 相談員は、県立学校部県立学校人事課の職員をもって充てる。 

３ 相談員は、第２条(2)の苦情の相談をする職員（以下「相談者」という。）からの

苦情に対し直接相談に応じ、必要に応じて事実関係の聴取、人事評価制度について

の説明等を行う。 

４ 相談員は、苦情を相談した職員の意向を確認した上で、必要に応じて当該の評価

者にその内容を伝え、適切な解決策の提案を行う。 

（苦情の相談） 

第１５条 相談者は、実施要領１０(2)及び会計年度要領１２(2)の規定に基づいて、

別に定める苦情の相談の期間に学校名、職名、氏名を明らかにした上で、電話によ

り相談を行うものとする。 

 （不利益取扱い） 

第１６条 職員は、苦情の申出又は相談を行ったことをもって、不利益な取扱いを受 

 けることはない。 

（その他） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、苦情の申出及び相談の取扱いについて必要

な事項は、教育長が定める。 

 

    附 則 

 この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
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第１号様式（評価結果） 

 

 

評価結果に対する苦情の対応決定通知書 

 

 

                             年  月  日 

 

 

 （申出者氏名） 様 

 

 

                             教  育  長 

 

 

 ○年○月○日付けで申出のありました苦情については、審査の結果、（校長の行っ

た評価を妥当とするもの・（※ ○○については、）校長に対して再評価の指導を要す

るもの）と決定したので、通知します。 

 

 

理由 

 

 

（※ 申出の対象となった評価が複数あり、その一部について再評価の指導を要する 

場合） 
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第２号様式（評価結果） 

 

評価結果に対する苦情の対応決定通知書 

 

                             年  月  日 

 

 県立○○学校長 様 

 

 

                             教  育  長 

 

 

 ○年○月○日付けで（申出者氏名）より申出のありました苦情については、審査の

結果、（貴職の行った評価を妥当とするもの・（※ ○○については、）再評価を行う

べきもの）と決定したので、通知します。 

（再評価の決定の場合） 

  ついては、○年○月○日までに再評価の結果を提出したのち、写しをもって申出者

に開示するよう、あわせて通知します。 

 

 

理由 

 

 

（※ 申出の対象となった評価が複数あり､その一部について再評価の指導を要する 

場合） 

 

 

（注）再評価の決定の場合は、対応決定通知書とあわせて、苦情の対象となった評価

書の原本を校長に送付する。 
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第３号様式（評価区分） 

 

 

評価区分に対する苦情の対応決定通知書 

 

 

                             年  月  日 

 

 

 （申出者氏名） 様 

 

 

                             教  育  長 

 

 

 ○年○月○日付けで申出のありました苦情については、審査の結果、（評価区分の

決定を妥当とするもの・評価区分について修正を要するもの）と決定したので、通知

します。 

 

 

理由 
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第４号様式（評価区分） 

 

 

評価区分に対する苦情の対応決定通知書 

 

 

                             年  月  日 

 

 

 県立○○学校長 様 

 

 

                             教  育  長 

 

 

 ○年○月○日付けで（申出者氏名）より申出のありました苦情については、審査の

結果、（評価区分の決定を妥当とするもの・評価区分について修正を要するもの）と

決定したので、通知します。 

 

 

理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


